
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 星翔高等学校 電気工学科・電子工学科 卒業生のための 

第三級陸上特殊無線技士 第二級海上特殊無線技士 免許申請ガイド 

 

  本校の電気工学科及び電子工学科は下記卒業生の方以降において無線従事者規則第３０条に定める無線通信に関する科目に 

同工学科のカリキュラムが適合することを、あらかじめ総務大臣の確認を受けています。同工学科を卒業した方は、申請を行う 

ことで上記特殊無線技士免許を取得することができます。 

 

※電気工学科 平成 17 年度卒業生以降 

※電子工学科 平成 16 年度卒業生以降 

 

 

 

無線従事者免許申請書無線従事者免許申請書無線従事者免許申請書無線従事者免許申請書 の取得方法取得方法取得方法取得方法 

 

 

 インターネットの検索サイトより「無線従事者申請」で検索 

 

 無線従事者申請書の様式（ダウンロード）・電波利用ホームページ無線従事者申請書の様式（ダウンロード）・電波利用ホームページ無線従事者申請書の様式（ダウンロード）・電波利用ホームページ無線従事者申請書の様式（ダウンロード）・電波利用ホームページ 

 

 

 

 ■２．申請の種類と申請書のダウンロード の項目 

 

  陸上無線技士・特殊無線技士（第一級海上特殊無線技士は除く）用陸上無線技士・特殊無線技士（第一級海上特殊無線技士は除く）用陸上無線技士・特殊無線技士（第一級海上特殊無線技士は除く）用陸上無線技士・特殊無線技士（第一級海上特殊無線技士は除く）用 

   免許申請書免許申請書免許申請書免許申請書                申請にあたっての注意事項（記入例）申請にあたっての注意事項（記入例）申請にあたっての注意事項（記入例）申請にあたっての注意事項（記入例） 

 

    ※ 注意事項に従って用紙をプリントアウトして使用しましょう。 

 ※ 記入上の注意は裏面あります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の注意①記入上の注意①記入上の注意①記入上の注意① 

 

 書類の不備が無いように 黒ボールペンで丁寧に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の注意②記入上の注意②記入上の注意②記入上の注意② 

 

 申請できる無線従事者の名称： 第三級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士  第二級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士 

 

  申請に必要な書類 

   □ 無線従事者免許申請書 （裏面：インターネットより用紙をプリントアウト） 

  必要事項記入後→写真と手数料をちょう付すること。 

 ・写真（縦 30mm×横 24mm） ・手数料（1,750 円分の収入印紙） 

     ※無線従事者免許申請書は免許区分ごとに 1 部必要です。上記 2 つの資格を同時に申請する場合は 2 枚用意してください。 

 

   □ 氏名及び生年月日を証する書類 （住民票の写し） ただし、住民票コードを申請書に記入した場合は提出を省略できます。 

 

   □ 卒業証明書＋科目履修証明書 （本校の事務所にて各 1 部発行してもらいましょう。） 

 

   □ 切手をちょう付した返信用封筒 （免許が入って自宅に届きます。切手を貼って、自分の住所と名前を必ず記入すること） 

 

  申請書類を 1 つの封筒に入れ、下記の場所に郵送しましょう。 

 

     近畿総合通信局  〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第 1 号館   06-6942-8550 

 


